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情報あらかると

登別市葬斎場の指定管理者
を募集します
市は、葬斎場の運営について、多様化する住民ニ
ーズに、より効果的・効率的に対応するため、施設
管理に民間の能力を活用して住民サービスの向上と
経費の削減を図ることを目的に、平成⚒⚓年度から指
定管理者制度の導入を予定しています。

▼指定管理期間 平成⚒⚓年⚔月～平成⚒⚘年⚓月（⚕
年間）

▼対象 法人またはそのほかの団体
※法人格の有無は問いません。

▼申込期間など
毅募集書類の配布 ⚑⚑月⚑日（月）～⚑⚒日（金）
毅募集説明会・現地説明会 ⚑⚑月⚑⚐日（水）
毅応募期間 ⚑⚑月⚒⚒日（月）～⚑⚒月⚖日

（月）
※詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ
市民サービスグループ（緯○⚘⚕⚒⚑⚓⚙）
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身体に重度の障がいがあったり、介護保険の要介
護⚕の方で、投票所での投票が困難な方は、郵送で
投票することができます。

▼対象 介護保険の被保険者証・身体障害者手帳・
戦傷病者手帳をお持ちで、次の障がいの程度に当
てはまり、自書により投票ができる方

※自書できない方は手続きにより、代理人による投票ができ
ます。

※太字は平成⚒⚒年⚔月の法改正により新たに対象となったも
のです。
※詳しくはお問い合わせください。
※選挙に関するご意見などがありましたら、ご連絡ください。

▼問い合わせ 選挙管理委員会事務局
（緯○85⚙⚑⚔⚓）

郵便投票制度をご利用ください

障がいの程度障がい・要介護を証明するもの
およびその部位

要介護⚕介護保険の被保険者証
⚑級・⚒級両下肢・体幹・移動機能

身体障害
者手帳

⚑級・⚓級心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこ
う・直腸・小腸

⚑級から⚓級免疫・肝臓

特別項症から
第⚒項症両下肢・体幹

戦傷病者
手帳 特別項症から

第⚓項症
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこ
う・直腸・小腸・肝臓


